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40 歳未満　　　　　  医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分

40 歳以上 65 歳未満　医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護保険分

65 歳以上 75 歳未満　医療保険分 ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護保険料（※）

　

日
本
で
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

安
心
し
て
病
院
に
か
か
れ
る
よ
う
、

す
べ
て
の
人
が
い
ず
れ
か
の
医
療
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す（
国
民
皆
保
険
制
度
）。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者
の

医
療
費
な
ど
を
ま
か
な
う
た
め
の
保

険
料
と
し
て
か
か
る
税
金
で
す
。
被

保
険
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を

し
た
時
、
心
配
な
く
医
療
を
受
け
る

た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。

所得割 国保加入者の所得に応じて計算
資産割 国保加入者の資産税に応じて計算

均等割 世帯の加入者数に応じて計算
（加入者１人当たりいくら）

平等割 １世帯にいくらと計算

【表１】

※ 65 歳以上の人の介護保険料は、原則として年金から天引き

【表１－２】

世帯の
年間国保税額

国
保
税
の

納
税
義
務
者
は

世
帯
主
で
す

　

国
民
健
康
保
険
は
、
世
帯
単
位
で

加
入
し
ま
す
。
世
帯
主
が
国
保
に
加

入
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
納
税
義

務
者
は
世
帯
主（
擬
制
世
帯
主
）と

な
り
ま
す
。
国
保
か
ら
の
通
知
な
ど

も
世
帯
主
宛
て
に
発
送
さ
れ
ま
す
。

所
得
の
申
告
を

忘
れ
ず
に

　

国
保
税
の
決
定
や
軽
減
、
入
院
時

の
食
事
代
、
高
額
療
養
費
の
算
出
に

あ
た
っ
て
は
、
国
保
加
入
者
（
※
擬

制
世
帯
主
を
含
む
）
全
員
の
所
得
申

告
が
必
要
で
す
。
高
額
療
養
費
は
、

世
帯
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、

国
保
加
入
者
の
中
に
１
人
で
も
未
申

告
の
人
が
い
る
と
上
位
所
得
者
と
し

て
計
算
さ
れ
ま
す
。
申
告
を
し
て
い

な
い
人
が
い
る
世
帯
は
、
必
ず
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯
の
所
得
合

計
額
が
一
定
基
準
以
下
の
と
き
に
は
、

国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

健
康
保
険
に

空
白
の
期
間
は

あ
り
ま
せ
ん

　

健
康
保
険
に
空
白
の
期
間
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
日
は
、
加

入
届
出
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の

健
康
保
険
を
脱
退
し
た
日
、
ま
た
は

猪
苗
代
町
に
転
入
し
た
日
な
ど
で
す
。

手
続
き
が
遅
れ
た
と
き
で
も
、
そ
の

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
加
入
す
る
こ

と
と
な
り
、
加
入
月
か
ら
の
国
保
税

を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

異
動
の
届
出
は

お
早
め
に
！

　

異
動
（
加
入
・
脱
退
な
ど
）
が
あ
っ

た
場
合
は
、
異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
役
場
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。
世
帯
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合

は
、
届
け
出
の
あ
っ
た
翌
月
に
新
た

な
保
険
税
額
を
計
算
し
、
税
額
の
通

知
（
変
更
通
知
）
を
発
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
な
ど
も
、
国
民
健
康
保
険
喪

失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

【表２】
平成 27 年度 平成 26 年度

医療保険分 後期高齢者
支援金分 介護保険分 医療保険分 後期高齢者

支援金分 介護保険分

所得割　％ 5.85 2.19 2.12 5.85 2.19 2.12
資産割　％ 14.00 3.00 3.00 18.00 6.00 6.00

均等割額　円 20,700 8,200 10,700 20,700 8,200 10,700
平等割額　円 17,400 6,700   6,000 17,400 6,700 6,000

国
保
の
お
は
な
し

健
康
は
誰
も
が
持
つ
願
い
で
す
。
し
か
し
、
あ
る
日
突
然
私
た
ち
を
襲
う
病
気
や
け
が
。

そ
ん
な
時
、
皆
さ
ん
の
力
に
な
り
支
え
て
く
れ
る
の
が
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
す
。

今
月
号
で
は
、
国
保
の
仕
組
み
や
今
年
の
税
率
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Ｑ．国保に入ってないのに保険税の
通知が届いたけど、これって間違
い？

Ａ．国保は、世帯単位で加入するこ
とになるの。だから、世帯主が国保
に加入していない場合でも、納税義
務者は世帯主になるのよ。

Ｑ．辞めた会社から資格喪失証明書
が届かないよー。14 日以内に手続
きができない場合はどうするの？

Ａ．理由があれば、14 日を過ぎて
も手続きできるよ。証明書が届いた
ら、すみやかに国保の加入手続きを
してね。その場合、喪失日までさか
のぼって加入することになるよ。

Ｑ．保険証を失くちゃっ
た。再発行したいんだけ
ど、どうすればいいの？

Ａ．そんな時は、再交付申請をするの
よ。その際に引換書が渡されるわ。保
険証の再交付には１週間程度かかるみ
たい。１週間後、引換書と保険証を交
換するようになるわね。再交付の申請
には印鑑が必要だから、持っていくの
を忘れないように！

国
保
と
は

こ
ん
な
制
度

へ
ー
、
そ
う
な
ん
だ
。

で
も
ぼ
く
、
病
院
に
行

か
な
い
か
ら
損
し
て
る

気
分
だ
な
ー
。

最
近
、
肩
こ
り
と
頭
痛

が
ひ
ど
い
っ
て
言
っ
て

た
じ
ゃ
な
い
。

Ｑ＆Ａ　よくある質問

その年に予測される医療費から、わたしたちが
病院などで支払う一部負担金や国などからの補
助金を差し引いた分が、国保税になるの。

【町国保税の決め方】
あ、おいしそうな
タケノコ見っけ！

ことしの国保税の
額 が 決 ま っ た ん
だってさー。

へー、そうなんだ。
ところで国保って
何だっけ？

もー、ナオッキーっ
たら。あなたも国保
に入ってるでしょ。
じゃあ、今回はわた
したちが特別に説明
してあげるね

問
町
民
生
活
課

　
国
保
年
金
係

　
☎（
62
）２
１
１
３

申
告
し
な
い
と
、

損
す
る
こ
と
も
あ

る
ん
だ
ね
。

世帯の国保税額
は、次の項目を
合計して決定す
るんだ。

さらに、年齢に
応じて次のよう
になるよ。

４つの項目の合
計なんだね。

ぼくは 27 歳だから、
医療と後期分の合計
額だね。

ナオッキー（いのしし）
年齢　27 歳
再就職のため奮闘中！これまでは、
ずっと会社勤めで社会保険だったの
で、退職して国保に加入するのは初め
て。だから疑問がいっぱい。最近、肩
にかけた凍み餅のせいか肩こりと頭痛
がひどく、それに牙の調子も悪いため
病院に行きたいらしい。

ワシロ（妖精）
年齢　????
ほぼ全てにおいて素性が知
れない。いつもカエルの「ぽ
る」と一緒に田んぼをふら
ふらしている。常宿はナ
オッキーの父の田んぼ。ナ
オッキーの疑問に答えるた
めに、頼まれもしないのに
ちょいちょい現れる。

ぽる（カエル）
年齢　９歳
妖精の「ワシロ」以外に友達はい
ないが、それでも毎日リア充らし
い。カエルのくせに、なかなかの
知識者である。

ちょっと！大事
な話してるんだ
からちゃんと聞
きなさいよ。

※
国
保
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
世

帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
世
帯
を「
擬

制
世
帯
」、
世
帯
主
を
「
擬
制
世
帯
主
」

と
い
い
ま
す
。

※

そ
う
い
え
ば
、
ぼ
く

も
ま
だ
だ
っ
た
。
早

く
し
な
く
ち
ゃ
。

え
っ
!?
あ
な
た
ま
だ

手
続
き
し
て
な
か
っ

た
の
？

平成 27 年度の
国保税率等は次
のとおりだよ。


